
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 本山ポンプ場汚水ポンプ修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市向山一丁目地内 

 

３ 工  種 ： 機械器具設置工事業 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ６月１７日から 

令和 ２年 ２月２８日まで 

令和 元年 ６月１７日から 

令和 ２年 ３月１０日まで 

契約金額 

（税込） 
１４，７９５，０００円 １８，２３９，１００円 

工事概要 

（ポンプ側交換部品） 

軸キャップ          1.0個 

 

 

 

 

（モーター側交換部品） 

検知器用パッキン      1.0組 

 

 

 

 

(工場作業)モーター側 

（ポンプ側交換部品） 

｢廃止｣軸キャップ      1.0個 

｢新規｣インペラナット用座金 1.0個 

｢新規｣軸受ナット用座金   1.0個 

｢新規｣軸受ナット      1.0個 

 

（モーター側交換部品） 

｢廃止｣検知器用パッキン   1.0個 

｢新規｣電線保護管      1.0個 

｢新規｣ケーブル押さえ    1.0個 

｢新規｣カップリング用ゴム体 1.0式 

 

(工場作業)モーター側 

｢新規｣主軸：オイルシール摺動部溶射

1.0式 

｢新規｣負荷側ブラケット： 

軸受けハウジング部溶射  1.0式 

｢新規｣フライホイールケーシング： 

軸受ハウジング部溶射   1.0式 

 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事においては、下記の事由により変更を行う。 
汚水ポンプを、オーバーホール作業のため工場で分解したところ、部品の摩耗及び劣化が

確認されました。分解前はゴミ等も挟まっていたため、摩耗による隙間は少なかったです

が、分解清掃後は隙間が大きくなり補修せずに再組立てすると正常に運転できません。 

調査結果をもとに、汚水ポンプの補修工事及び部品交換を行う。 
よって増額変更とし、合わせて工期の変更を行うこととする。 


